
２　地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等の女性の登用状況

女性 女性
うち女性委員を含 うち女性委員等 比率 うち女性委員 うち女性委員 比率
む数（広域除く） 数（広域除く） （％） を含む数 等数 （％）

1 前 橋 市 34 31 766 183 23.9% - - - - -

2 高 崎 市 60 49 996 271 27.2% - - - - -

3 桐 生 市 43 24 553 80 14.5% - - - - -

4 伊勢崎市 43 36 759 161 21.2% - - - - -

5 太 田 市 31 28 549 120 21.9% - - - - -

6 沼 田 市 21 15 373 49 13.1% 2 2 38 15 39.5%

7 館 林 市 34 22 331 76 23.0% 4 2 107 23 21.5%

8 渋 川 市 26 21 430 95 22.1% 1 1 31 11 35.5%

9 藤 岡 市 28 23 542 97 17.9% 1 1 30 9 30.0%

10 富 岡 市 29 24 390 80 20.5% 2 2 30 8 26.7%

11 安 中 市 26 20 381 89 23.4% - - - - -

12 みどり市 21 18 279 68 24.4% - - - - -

13 榛 東 村 9 9 151 27 17.9% - - - - -

14 吉 岡 町 30 10 249 33 13.3% - - - - -

15 上 野 村 8 5 80 18 22.5% - - - - -

16 神 流 町 7 5 98 21 21.4% - - - - -

17 下仁田町 9 4 112 8 7.1% - - - - -

18 南 牧 村 10 7 84 17 20.2% - - - - -

19 甘 楽 町 8 6 79 13 16.5% - - - - -

20 中之条町 21 9 255 17 6.7% 2 1 30 4 13.3%

21 長野原町 11 6 112 13 11.6% - - - - -

22 嬬 恋 村 14 9 229 35 15.3% - - - - -

23 草 津 町 14 7 119 19 16.0% - - - - -

24 高 山 村 14 10 127 19 15.0% - - - - -

25 東吾妻町 15 10 173 23 13.3% - - - - -

26 片 品 村 8 5 83 7 8.4% - - - - -

27 川 場 村 14 8 183 28 15.3% - - - - -

28 昭 和 村 3 2 35 6 17.1% - - - - -

29
みなかみ

町
5 2 55 6 10.9% - - - - -

30 玉 村 町 26 21 271 64 23.6% - - - - -

31 板 倉 町 10 5 180 19 10.6% - - - - -

32 明 和 町 11 8 206 17 8.3% - - - - -

33 千代田町 4 4 42 10 23.8% - - - - -

34 大 泉 町 50 40 707 214 30.3% - - - - -

35 邑 楽 町 19 13 267 58 21.7% - - - - -

      　（平成26年4月１日現在）

　 ※法令・条例で設置されている地方自治法に基づく審議会等です。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　 ①要綱等により設置されているものは含みません。                       

  　 ②女性委員のいない審議会等も含みます。                              

  　 ③介護認定審査会等複数の自治体を含む広域圏で設置している審議会等がある場合は、右側の欄に記入しています。

 

総委員数

（広域除く） （広域除く） （広域のみ）
市町村

審議会等数 総委員数 審議会等数

42


